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施策評価調書（基本目標別）                      様式－２ 

基本目標 
２ 行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道 

主要施策（３）、（４） 

施策の趣旨 

主要施策（３） お客様サービスの推進 

お客様からいただく水道料金は様々な事業を通じてお客様への還元を図っています。多くのお客様に

親しまれ、信頼される水道として、広聴・広報活動の一層の充実を図るとともに、接客マナーの向上、

新たな料金収納形態の検討などお客様の視点に立った取組を推進します。 

 

主要施策（４） 次世代への技術の継承 

県内水道の中核にふさわしい高い技術レベルを維持し、安全で良質なおいしい水を将来にわたってお

客様へお届けできるよう、長年培ってきた県営水道の技術力と現場対応力を効果的な方法で次世代職員

に継承していきます。 

 

評価結果の 

概   要 

 基本目標２においては、２つの主要施策の下に６の主な取組を位置付けております。各取組について、

担当課の自己評価をもとに内部評価を行った結果、 
 
Ⅰ「達成状況」に係る評価は、５つの取組について「ａ」評価（達成している）、１つの取組について「ｂ」

評価（概ね達成している）としました。 
 
Ⅱ「成果（効果）」に係る評価は、主要施策（３）、（４）共に「ａ」評価（成果が出ている）としました。 
 
Ⅲ「今後の進め方」に係る評価は、主要施策（３）、（４）共に「ａ」評価（継続）としました。 

 

主要施策ごとの当年度の取組と内部評価結果 

（３） お客様サービスの推進             「成果」ａ  「今後の進め方」ａ 

主な取組                         「達成状況」       

①広聴・広報の充実 ａ 

  
②「お客様の声」の事業運営への活用 ａ 

③接客マナーの向上 ｂ 

④新たな料金収納形態の検討 ａ 

（４） 次世代への技術の継承             「成果」ａ  「今後の進め方」ａ 

主な取組                         「達成状況」       

①実践的な技術研修の実施 ａ 
  

②体験型研修施設の整備検討 ａ 
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外部評価会議 

委員の評価 

「達成状況、成果」について 

の内部評価の妥当性 

 

基本目標の達成に向けた主要な施策や取組の状況が示されており、各

取組の達成状況や施策の成果に対する内部評価は、評価調書の内容及び

補足説明を総合して「妥当である」と判断します。 

 

取組の達成目標・実績と内部評価が若干そぐわない点があり、それに

対する説明も不十分であることから、「概ね妥当である」と判断します。 

 

Ａ：妥当である   ４人 

Ｂ：概ね妥当である １人 

Ｃ：不十分である  ０人 

「今後の進め方」についての 

内部評価の妥当性 

 

各取組や施策の推進状況を踏まえた今後の進め方についての内部評

価は、総じて「妥当である」と判断します。 

今後の取組及び施策展開においても、各委員から出た意見等に留意さ

れることを期待します。 

 

Ａ：妥当である   ５人 

Ｂ：概ね妥当である ０人 

Ｃ：不十分である  ０人 

外部評価会議 

委員の主な意見 

 

基本目標２の各施策の内部評価等に関して、評価委員から出された意見は以下のとおりです。 

 

主要施策(３)お客様サービスの推進 

取組④新たな料金収納形態の検討 

○覚書を締結した4 市以外との協議結果を記載した方がよい。 

○弊社では10年くらい前にクレジットカード払いを導入しているが、費用に比べ未収金が減るなどの効

果は少ないため、導入に当たっては、業界の動向やお客さまの要望等を総合的に勘案する必要がある。 

 

施策の成果 

○満足度の評価はそれほど精度が高い数値ではないため、成果実績は小数点以下 1 桁を四捨五入して一

の位までの記述とし、その実績に基づき評価した方がよい。 

○成果実績について、数年間のトレンドで成果が出てきているかを評価した方がよい。 

 

主要施策(４)次世代への技術の継承 

取組②体験型研修施設の整備検討 

○研修施設を整備しないというのは、計画の中で予定されている結論の一つであることから、その結論

に沿って今後計画を進めるのであれば、「今後の進め方」の内部評価は「ａ：継続」でよい。 

 

 


